
－ 37 －- 36 -  

 

   

「都市づくりのグランドデザイン」について 

 

策定の背景 

東京は、今後、世界のどの都市も経験したことのない少子高齢・人口減

少社会を迎えることが想定されております。また、社会経済情勢の大きな

変化、幅広い分野の技術革新が見込まれるほか、交通・物流機能の改善に

より、人やモノの流れがより広域化することや、ライフスタイルの一層の

多様化も想定されております。こうした大きな社会変化に対応できる都市

として、持続的に発展していくため、「都市づくりのグランドデザイン」

（図-1）を平成 29（2017)年 9 月に策定し、2040 年代を目標年次とした目

指すべき東京の都市の姿とその実現に向けた都市づくりの基本的な方針と

具体的な方策を示しました。 

 主な内容 

2040 年代の社会状況や都民の活動イメージ、世界や

日本における東京が果たすべき役割を基に、東京が持

続的な発展を実現していくため、都市づくりの目標を

「活力とゆとりのある高度成熟都市」と設定しました。 

また、広域レベルと地域レベルの二層の都市構造

（図-2）を示すとともに、広域的な一定の圏域ごと

の将来イメージを 4 つの地域区分、日本と東京の活

力をけん引して行く 2 つのエンジンゾーン（図-3）

を設定しました。 

それらを踏まえ、目指すべき東京の都市の姿の実現

に向け、分野を横断する都市づくりの 7 つの戦略を

設定し、先進的な都市づくりをしていくとしています。 

＜トピック＞ 

 

 

《都市づくりの７つの戦略》 

①持続的な成長を生み、活力にあふれる拠点を形成 

②人・モノ・情報の自由自在な交流を実現 

③災害リスクと環境問題に立ち向かう都市の構築 

④あらゆる人々の暮らしの場の提供 

⑤利便性の高い生活の実現と多様なコミュニティの創出 

⑥四季折々の美しい緑と水を編み込んだ都市の構築 

⑦芸術・文化・スポーツによる新たな魅力を創出 

（図-3）地域区分とエンジンゾーン 

（戦略 1 の将来のイメージの一端） 

国際的なビジネス活動が繰り広げられている区部中心部 

（戦略 2 の将来のイメージの一端） 

道路空間が再編されゆとりやにぎわいが生み出され

た区部周辺部や多摩地域 

（図-1）都市づくりの 

グランドデザイン 

（図-2）広域レベルの都市構造 

※未曽有のコロナ危機や、目前に迫る人口減少と本格的な少子高齢社会の到来、新技術の驚異的な進化、気候

変動の深刻化など、東京を取り巻く情勢は大きく変化しています。現在、こうした変化を踏まえ、都市づくり

のグランドデザインの改定に向けた検討を進めています。 
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 第第３３章章  都都  市市  計計  画画  

第第１１節節  土土地地利利用用計計画画  

１１  都都市市計計画画区区域域  

都市計画区域とは、都市計画の対象となる土地の範囲であり、都市計画の樹立に際して、最初に

指定されるものです。 

都市計画区域は、現在及び将来にわたり社会、経済、交通等が有機的に一体となって、円滑な都

市活動が営まれる範囲を包含するものであり、都市発展の状況に応じて、都市の施設を配置する区

域です。 

参参照照：：第第３３－－１１表表  都都市市計計画画区区域域（（114400 ペペーージジ））  

 

２２  都都市市計計画画区区域域ママススタターーププラランン及及びび地地域域地地区区  

「都市計画区域マスタープラン」は、「都市計画の目標」、「区域区分の決定の有無及び方針」

及び「主要な都市計画の決定の方針」を定め、これらを踏まえて個別の都市計画を定めることによ

り、目指すべき都市の将来像を実現するものです。 

また、地域地区は、都市計画区域マスタープランとともに土地利用計画の基本となるもので、過

去から現在にわたる土地利用の動向及び将来の見通しを踏まえ、望ましい市街地像への誘導を図り、

快適な都市環境、合理的な都市構造等を確保しようとするものです。 

なお、従前「市街化区域及び市街調整区域の整備、開発又は保全の方針」の内容の一部として定

められていた「区域区分」、「都市再開発方針」等に関しては、別の都市計画として定めることに

なりました。 

東京都においては、昭和 45 年 12 月に市街化区域及び市街化調整区域の区域区分の決定、昭和

48 年に８種類の用途地域等の指定を行い、その後の社会経済情勢や住民意識の変化等を背景に、

昭和 56 年度に第１回目、平成元年度に第２回目の見直しを行ってきました。 

また、地価の高騰や都心部等における夜間人口の減少などを背景に、平成４年６月に都市計画法

及び建築基準法の改正が行われ、住居系用途地域の細分化、特別用途地区制度の拡充などが行われ

たのを機会に、平成８年５月に第３回目の見直しを行いました。 

なお、多摩都市計画区域については、環境影響評価対象案件である土地区画整理事業と同時決定

のため、区域区分については平成９年８月に告示されました。 

さらに、平成 13 年 10 月に策定された「東京の新しい都市づくりビジョン」、平成 15 年１月に

施行された「都市計画法及び建築基準法の一部改正」を受け、平成 16 年６月には、都内全域での



－ 38 －－   － 38 

区域区分、用途地域等の見直しを実施しました。その後、平成 29 年９月に策定された「都市づく

りのグランドデザイン」を踏まえ、平成 30 年２月に東京都都市計画審議会に対して「東京におけ

る土地利用に関する基本方針について」を諮問し、平成 31 年２月に答申を得ました。これを受け、

令和元年 10 月には「用途地域等に関する指定指針及び指定基準」を策定しました。 

くわえて、前回行った平成 16 年度の見直しから 15 年以上経過していることから、境界根拠と

している地形地物等に変更が生じていると考えられるため、上記を踏まえ、都内全域で区域区分、

用途地域、日影規制等の都市計画を見直すこととなり、令和５年４月に第４回目、令和６年４月に

第５回目の一括変更を行いました。 

 

((11)) 都都市市計計画画区区域域ママススタターーププラランン（（都都市市計計画画区区域域のの整整備備、、開開発発及及びび保保全全のの方方針針））  

平成 12 年の法改正により、全ての都市計画区域について、都道府県が「都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針」を定めることとされました。 

都市計画区域マスタープランは、長期的視点に立った都市の将来像を明確にするとともに、その

実現に向けた大きな道筋を明らかにするもので、都道府県が定める都市計画です。 

用途地域、都市計画道路、市街地再開発事業などの個別の都市計画は、都市計画区域マスタープ

ランや都市再開発方針等に即して定めなければなりません。 

東京都では平成 16 年４月に、噴火災害下の三宅都市計画を除く都内 25 の都市計画区域で、都

市計画区域マスタープランを策定し、三宅都市計画区域（三宅島）についても、平成 20 年３月に

これを策定しました。 

その後、社会情勢の変化を踏まえた改定を平成 26 年 12 月に、「都市づくりのグランドデザイ

ン」や「未来の東京」戦略などの内容を踏まえた改定を令和３年３月に行いました。 

東京都の都市計画区域マスタープランで示している主な事項と趣旨は下記のとおりです。 

ア 都市づくりの目標と戦略、目指すべき将来像 

東京が高度に成熟した都市として、AI や IoT などの先端技術も活用しながらゼロエミッシ

ョン東京を目指し、地球環境と調和を図り、持続的に発展していくことを理念として、「未

来の東京」戦略における基本戦略も踏まえ、分野を横断する八つの戦略を設定するとともに、

新型コロナ危機を契機とした都市づくりの方向性を定めています。 

また、世界から選択される都市の実現に向けた「東京の都市構造」及び「地域区分ごとの

将来像」を分かりやすく示しています。 

イ 区域区分の有無及び区域区分を定める際の方針 

区域区分（市街化区域と市街化調整区域との区分）をするか否かについて都道府県が選択

できることから、「区域区分の決定の有無」をまず定めた上で、「区域区分の方針」として

目標年次に市街化区域及び市街化調整区域に配置されるべきおおむねの人口並びに産業の規

模、市街化区域のおおむねの規模、現在市街化している区域との関係等を定めています。 

ウ 主要な都市計画の決定の方針 
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都市計画法に示されている「土地利用」、「都市施設の整備」及び「市街地開発事業」に

関する主要な都市計画の決定の方針を定めるほか、東京都では、「災害」、「環境」及び

「都市景観」に係る都市計画に関する方針を定めています。 

 

((22))  区区域域区区分分（（市市街街化化区区域域とと市市街街化化調調整整区区域域ととのの区区分分）） 

市街化区域と市街化調整区域との区分は、都市計画区域の発展の動向等を勘案し、当該都市計

画区域を市街地として計画的に整備する区域と当分の間市街化を抑制する区域とに区分し、無秩

序な市街化を防止しようとするものです。 

市街化区域は、既成市街地及びおおむね 10 年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区

域であり、市街化調整区域は、原則として市街化を抑制すべき区域とされ、宅地造成等の開発行

為は原則としてできないこととされています。 

東京都市計画（23 区）においては、多摩川、荒川、江戸川等主要な河川・河川敷及び海面を

除き、市街化区域となっています。 

また、多摩部については、無秩序な市街地の拡散を抑制するため、緑として保全する区域や農

業を振興する区域等は市街化調整区域として都市環境を保全しています。 

  参参照照：：第第３３－－２２表表  市市街街化化区区域域のの規規模模（（114411 ペペーージジ））  

 

((33))  都都市市再再開開発発方方針針等等  

都市再開発法に基づく、市街地における再開発の各種施策を長期的かつ総合的に体系付けるマ

スタープランとして、東京都市計画（23 区）及び多摩部の 17 の都市計画区域（八王子、立川、

武蔵野、三鷹、府中、調布、青梅、町田、小金井、日野、小平、国分寺、東村山、国立、西東京、

福生及び多摩）で「都市再開発の方針」を定めています。 

また、20 の都市計画で、良好な市街地の開発整備を図るためのマスタープランとして、「東

京都住宅マスタープラン」を反映した「住宅市街地の開発整備の方針」を定めています。 

さらに、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に基づく、木造住宅密集地域

における防災街区の整備を図るため、マスタープランとして、「防災街区整備方針」を定めてい

ます。 

 

((44))  地地域域地地区区  

地域地区は、都市計画区域内の土地をその利用目的に応じて区分し、建築物や工作物などに一

定の制限を課し規制することにより土地の合理的な利用を図るためのゾーニング制度です。地域

地区には用途地域、用途地域を補完する特別用途地区などがあります。 

用途地域は、建築物の用途や建蔽率、容積率、高さなどを規制するものです。用途地域の指定

は、昭和 43 年改正の都市計画法で新たに制定された「市街化区域及び市街化調整区域」のうち、

市街化の促進を図るとされる市街化区域には必ず定めることとなっています。 
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区域区分、用途地域等の見直しを実施しました。その後、平成 29 年９月に策定された「都市づく

りのグランドデザイン」を踏まえ、平成 30 年２月に東京都都市計画審議会に対して「東京におけ

る土地利用に関する基本方針について」を諮問し、平成 31 年２月に答申を得ました。これを受け、

令和元年 10 月には「用途地域等に関する指定指針及び指定基準」を策定しました。 

くわえて、前回行った平成 16 年度の見直しから 15 年以上経過していることから、境界根拠と

している地形地物等に変更が生じていると考えられるため、上記を踏まえ、都内全域で区域区分、

用途地域、日影規制等の都市計画を見直すこととなり、令和５年４月に第４回目、令和６年４月に

第５回目の一括変更を行いました。 

 

((11)) 都都市市計計画画区区域域ママススタターーププラランン（（都都市市計計画画区区域域のの整整備備、、開開発発及及びび保保全全のの方方針針））  

平成 12 年の法改正により、全ての都市計画区域について、都道府県が「都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針」を定めることとされました。 

都市計画区域マスタープランは、長期的視点に立った都市の将来像を明確にするとともに、その

実現に向けた大きな道筋を明らかにするもので、都道府県が定める都市計画です。 

用途地域、都市計画道路、市街地再開発事業などの個別の都市計画は、都市計画区域マスタープ

ランや都市再開発方針等に即して定めなければなりません。 

東京都では平成 16 年４月に、噴火災害下の三宅都市計画を除く都内 25 の都市計画区域で、都

市計画区域マスタープランを策定し、三宅都市計画区域（三宅島）についても、平成 20 年３月に

これを策定しました。 

その後、社会情勢の変化を踏まえた改定を平成 26 年 12 月に、「都市づくりのグランドデザイ

ン」や「未来の東京」戦略などの内容を踏まえた改定を令和３年３月に行いました。 

東京都の都市計画区域マスタープランで示している主な事項と趣旨は下記のとおりです。 

ア 都市づくりの目標と戦略、目指すべき将来像 

東京が高度に成熟した都市として、AI や IoT などの先端技術も活用しながらゼロエミッシ

ョン東京を目指し、地球環境と調和を図り、持続的に発展していくことを理念として、「未

来の東京」戦略における基本戦略も踏まえ、分野を横断する八つの戦略を設定するとともに、

新型コロナ危機を契機とした都市づくりの方向性を定めています。 

また、世界から選択される都市の実現に向けた「東京の都市構造」及び「地域区分ごとの

将来像」を分かりやすく示しています。 

イ 区域区分の有無及び区域区分を定める際の方針 

区域区分（市街化区域と市街化調整区域との区分）をするか否かについて都道府県が選択

できることから、「区域区分の決定の有無」をまず定めた上で、「区域区分の方針」として

目標年次に市街化区域及び市街化調整区域に配置されるべきおおむねの人口並びに産業の規

模、市街化区域のおおむねの規模、現在市街化している区域との関係等を定めています。 

ウ 主要な都市計画の決定の方針 
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都市計画法に示されている「土地利用」、「都市施設の整備」及び「市街地開発事業」に

関する主要な都市計画の決定の方針を定めるほか、東京都では、「災害」、「環境」及び

「都市景観」に係る都市計画に関する方針を定めています。 

 

((22))  区区域域区区分分（（市市街街化化区区域域とと市市街街化化調調整整区区域域ととのの区区分分）） 

市街化区域と市街化調整区域との区分は、都市計画区域の発展の動向等を勘案し、当該都市計

画区域を市街地として計画的に整備する区域と当分の間市街化を抑制する区域とに区分し、無秩

序な市街化を防止しようとするものです。 

市街化区域は、既成市街地及びおおむね 10 年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区

域であり、市街化調整区域は、原則として市街化を抑制すべき区域とされ、宅地造成等の開発行

為は原則としてできないこととされています。 

東京都市計画（23 区）においては、多摩川、荒川、江戸川等主要な河川・河川敷及び海面を

除き、市街化区域となっています。 

また、多摩部については、無秩序な市街地の拡散を抑制するため、緑として保全する区域や農

業を振興する区域等は市街化調整区域として都市環境を保全しています。 

  参参照照：：第第３３－－２２表表  市市街街化化区区域域のの規規模模（（114411 ペペーージジ））  

 

((33))  都都市市再再開開発発方方針針等等  

都市再開発法に基づく、市街地における再開発の各種施策を長期的かつ総合的に体系付けるマ

スタープランとして、東京都市計画（23 区）及び多摩部の 17 の都市計画区域（八王子、立川、

武蔵野、三鷹、府中、調布、青梅、町田、小金井、日野、小平、国分寺、東村山、国立、西東京、

福生及び多摩）で「都市再開発の方針」を定めています。 

また、20 の都市計画で、良好な市街地の開発整備を図るためのマスタープランとして、「東

京都住宅マスタープラン」を反映した「住宅市街地の開発整備の方針」を定めています。 

さらに、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に基づく、木造住宅密集地域

における防災街区の整備を図るため、マスタープランとして、「防災街区整備方針」を定めてい

ます。 

 

((44))  地地域域地地区区  

地域地区は、都市計画区域内の土地をその利用目的に応じて区分し、建築物や工作物などに一

定の制限を課し規制することにより土地の合理的な利用を図るためのゾーニング制度です。地域

地区には用途地域、用途地域を補完する特別用途地区などがあります。 

用途地域は、建築物の用途や建蔽率、容積率、高さなどを規制するものです。用途地域の指定

は、昭和 43 年改正の都市計画法で新たに制定された「市街化区域及び市街化調整区域」のうち、

市街化の促進を図るとされる市街化区域には必ず定めることとなっています。 
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また、それまでの用途地域は４種類でしたが、この法改正により、２種類の住居専用地域と近

隣商業地域・工業専用地域が創設され８種類となりました。その後、平成４年６月にも都市計画

法が改正され、住居系用途地域の細分化等により、用途地域は８種類から 12 種類となり、平成

29 年５月の同法の改正により田園住居地域が追加され、12 種類から 13 種類となっています。 

特別用途地区は、地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現

を図るため、指定されている用途地域を補完して定める地区です。制定当初は特別工業地区、文

教地区及び小売店舗地区の３種類でしたが、昭和 43 年６月の法改正により事務所地区、厚生地

区、娯楽・レクリエーション地区、観光地区及び特別業務地区を追加し８種類に、さらに、平成

４年６月の法改正により、中高層階住居専用地区、商業専用地区及び研究開発地区の追加により

11 種類が指定されました。その後、平成 10 年５月に都市計画法の一部が改正され、11 種類に

限定されていた特別用途地区制度は廃止され、地域の特性や実情に応じたまちづくりを促進する

ため、類型をあらかじめ限定せずに定めることができるようになりました。 

平成９年６月には都市計画法及び建築基準法の一部が改正され、新たな地域地区として高層住

居誘導地区が創設されました。東京都内では「芝浦四丁目地区」及び「東雲一丁目地区」が指定

されています。 

特例容積率適用地区は適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域で、歴史的建造物な

どで未利用となっている容積を他の敷地へ移転して活用することを目的に定める地区です。平成

17 年６月に都市計画法等の一部を改正する法律が施行され、これまで商業地域内に限って指定

することができた特例容積率適用区域に代わり、第一種・第二種低層住居専用地域及び工業専用

地域を除く他の用途地域においても指定することができるようになりました。東京都内では「大

手町・丸の内・有楽町地区」が指定されています。 

また、都市計画区域及び準都市計画区域で、用途地域の定められていない土地の区域内（市街

化調整区域を除く。）において、当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう特定

用途制限区域を定めることができることとなりました（東京都内では指定されているところはあ

りません。）。 

平成 15 年６月に都市計画法及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一

部が改正され、密集市街地における特定防災機能（火事又は地震が発生した場合において延焼防

止及び避難上確保されるべき機能）の確保及び土地の合理的かつ健全な利用を図るため、特定防

災街区整備地区が創設されました。 
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第第３３－－３３表表  地地域域地地区区のの種種類類  

 

用途地域 その他の地域地区 

第一種低層住居専用地域 

第二種低層住居専用地域 

第一種中高層住居専用地域 

第二種中高層住居専用地域 

第一種住居地域 

第二種住居地域 

準住居地域 

田園住居地域 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

工業地域 

工業専用地域 

特別用途地区 

特定用途制限地域 

特例容積率適用地区 

高層住居誘導地区 

高度地区又は高度利用地区 

特定街区 

都市再生特別地区、居住調整地域、居住環境向上用

途誘導地区又は特定用途誘導地区 

防火地域又は準防火地域 

特定防災街区整備地区 

景観地区 

風致地区 

駐車場整備地区 

臨港地区 

歴史的風土特別保存地区 

第一種歴史的風土保存地区又は第二種歴史的風土保

存地区 

緑地保全地域、特別緑地保全地区又は緑化地域 
流通業務地区 
生産緑地地区 

伝統的建造物群保存地区 

航空機騒音障害防止地区又は航空機騒音障害防止特

別地区 
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また、それまでの用途地域は４種類でしたが、この法改正により、２種類の住居専用地域と近

隣商業地域・工業専用地域が創設され８種類となりました。その後、平成４年６月にも都市計画

法が改正され、住居系用途地域の細分化等により、用途地域は８種類から 12 種類となり、平成

29 年５月の同法の改正により田園住居地域が追加され、12 種類から 13 種類となっています。 

特別用途地区は、地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現

を図るため、指定されている用途地域を補完して定める地区です。制定当初は特別工業地区、文

教地区及び小売店舗地区の３種類でしたが、昭和 43 年６月の法改正により事務所地区、厚生地

区、娯楽・レクリエーション地区、観光地区及び特別業務地区を追加し８種類に、さらに、平成

４年６月の法改正により、中高層階住居専用地区、商業専用地区及び研究開発地区の追加により

11 種類が指定されました。その後、平成 10 年５月に都市計画法の一部が改正され、11 種類に

限定されていた特別用途地区制度は廃止され、地域の特性や実情に応じたまちづくりを促進する

ため、類型をあらかじめ限定せずに定めることができるようになりました。 

平成９年６月には都市計画法及び建築基準法の一部が改正され、新たな地域地区として高層住

居誘導地区が創設されました。東京都内では「芝浦四丁目地区」及び「東雲一丁目地区」が指定

されています。 

特例容積率適用地区は適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域で、歴史的建造物な

どで未利用となっている容積を他の敷地へ移転して活用することを目的に定める地区です。平成

17 年６月に都市計画法等の一部を改正する法律が施行され、これまで商業地域内に限って指定

することができた特例容積率適用区域に代わり、第一種・第二種低層住居専用地域及び工業専用

地域を除く他の用途地域においても指定することができるようになりました。東京都内では「大

手町・丸の内・有楽町地区」が指定されています。 

また、都市計画区域及び準都市計画区域で、用途地域の定められていない土地の区域内（市街

化調整区域を除く。）において、当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう特定

用途制限区域を定めることができることとなりました（東京都内では指定されているところはあ

りません。）。 

平成 15 年６月に都市計画法及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一

部が改正され、密集市街地における特定防災機能（火事又は地震が発生した場合において延焼防

止及び避難上確保されるべき機能）の確保及び土地の合理的かつ健全な利用を図るため、特定防

災街区整備地区が創設されました。 
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第第３３－－３３表表  地地域域地地区区のの種種類類  

 

用途地域 その他の地域地区 

第一種低層住居専用地域 

第二種低層住居専用地域 

第一種中高層住居専用地域 

第二種中高層住居専用地域 

第一種住居地域 

第二種住居地域 

準住居地域 

田園住居地域 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

工業地域 

工業専用地域 

特別用途地区 

特定用途制限地域 

特例容積率適用地区 

高層住居誘導地区 

高度地区又は高度利用地区 

特定街区 

都市再生特別地区、居住調整地域、居住環境向上用

途誘導地区又は特定用途誘導地区 

防火地域又は準防火地域 

特定防災街区整備地区 

景観地区 

風致地区 

駐車場整備地区 

臨港地区 

歴史的風土特別保存地区 

第一種歴史的風土保存地区又は第二種歴史的風土保

存地区 

緑地保全地域、特別緑地保全地区又は緑化地域 
流通業務地区 
生産緑地地区 

伝統的建造物群保存地区 

航空機騒音障害防止地区又は航空機騒音障害防止特

別地区 
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((55))  地地域域地地区区のの種種類類  

現在指定されている地域地区の種類及び内容は、次のとおりです。 

参照：第３－４表 地域地区の面積（142 ページ） 

 

ア 用途地域 

 

第 一 種 低 層 

住 居 専 用 地 域 
低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域です。 

第 二 種 低 層 

住 居 専 用 地 域 
主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域です。 

第 一 種 中 高 層 

住 居 専 用 地 域 
中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域です。 

第 二 種 中 高 層 

住 居 専 用 地 域 
 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域です。 

第 一 種 

住 居 地 域 
 住居の環境を保護するため定める地域です。 

第 二 種 

住 居 地 域 
 主として住居の環境を保護するため定める地域です。 

準 住 居 地 域 
 道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつ

つ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域です。 

田 園 住 居 地 域 
農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住

居の環境を保護するため定める地域です。 

近 隣 商 業 地 域 
 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とす

る商業その他の業務の利便を増進するため定める地域です。 

商 業 地 域  主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域です。 

準 工 業 地 域 
 主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため

定める地域です。 

工 業 地 域  主として工業の利便を増進するため定める地域です。 

工 業 専 用 地 域  工業の利便を増進するため定める地域です。 
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  イ 形態構造上の地域地区 

 

防 
 

火 
 

地 
 

域 

防 火 地 域 
 家屋の密集度が高い地域で、耐火建築物の建築を促進し、市街地

における火災の危険を防除するための地域です。 

準 防 火 地 域 

 大規模建築物・高層建築物などは、耐火建築物に、その他の建築

物もできるだけ不燃化を図ることによって、市街地における火災の

危険を防除するための地域です。 

高 
 

度 
 

地 
 

区 

最 高 限 高 度 地 区 
 用途地域内において、市街地の環境を維持するため、建築物の高

さの最高限度を定める地区です。 

最 低 限 高 度 地 区 
用途地域内において、土地利用の増進を図るため、建築物の高さ

の最低限度を定める地区です。 
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((55))  地地域域地地区区のの種種類類  

現在指定されている地域地区の種類及び内容は、次のとおりです。 

参照：第３－４表 地域地区の面積（142 ページ） 

 

ア 用途地域 

 

第 一 種 低 層 

住 居 専 用 地 域 
低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域です。 

第 二 種 低 層 

住 居 専 用 地 域 
主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域です。 

第 一 種 中 高 層 

住 居 専 用 地 域 
中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域です。 

第 二 種 中 高 層 

住 居 専 用 地 域 
 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域です。 

第 一 種 

住 居 地 域 
 住居の環境を保護するため定める地域です。 

第 二 種 

住 居 地 域 
 主として住居の環境を保護するため定める地域です。 

準 住 居 地 域 
 道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつ

つ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域です。 

田 園 住 居 地 域 
農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住

居の環境を保護するため定める地域です。 

近 隣 商 業 地 域 
 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とす

る商業その他の業務の利便を増進するため定める地域です。 

商 業 地 域  主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域です。 

準 工 業 地 域 
 主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため

定める地域です。 

工 業 地 域  主として工業の利便を増進するため定める地域です。 

工 業 専 用 地 域  工業の利便を増進するため定める地域です。 
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  イ 形態構造上の地域地区 

 

防 
 

火 
 

地 
 

域 

防 火 地 域 
 家屋の密集度が高い地域で、耐火建築物の建築を促進し、市街地

における火災の危険を防除するための地域です。 

準 防 火 地 域 

 大規模建築物・高層建築物などは、耐火建築物に、その他の建築

物もできるだけ不燃化を図ることによって、市街地における火災の

危険を防除するための地域です。 

高 
 

度 
 

地 
 

区 

最 高 限 高 度 地 区 
 用途地域内において、市街地の環境を維持するため、建築物の高

さの最高限度を定める地区です。 

最 低 限 高 度 地 区 
用途地域内において、土地利用の増進を図るため、建築物の高さ

の最低限度を定める地区です。 
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   ウ その他の地域地区 

 

 
 
特 別 用 途 地 区 

 
 

地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目
的の実現を図るため、指定されている用途地域を補完して定める地区
です。 

 
 

特 例 容 積 率 適 用 地 区 
 
 

適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域で、未利用とな
っている建築物の容積の活用を促進して土地の高度利用を図るため定
める地区です。 

高 層 住 居 誘 導 地 区 
都心居住を推進し、職住近接の都市構造を実現するために指定する

地区です。 

高 度 利 用 地 区 

用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都
市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限
度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに
壁面の位置の制限を定める地区です。 

特 定 街 区 

街区の整備又は造成が行われる地区について、都市計画的な配慮
の下に、良好な環境と健全な形態を有する建築物を建築し、あわせ
て有効な空地を確保することなどにより、都市機能の更新及び魅力
的な都市空間の保全形成を図るための地区です。 

都 市 再 生 特 別 地 区 

都市再生緊急整備地域において、都市の再生に貢献し、土地の合
理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配列等の
建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域について、都
市計画に定めるものです。 

特定防災街区整備地区 

密集市街地において特定防災機能の確保と土地の合理的かつ健全
な利用を図るための地区です。  

敷地面積の最低限度のほか、必要に応じて壁面の位置の制限、建
築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度及び建築物の高さ
の最低限度を定めます。 

景  観  地  区 市街地の良好な景観の形成を図るため定める地区です。 

風 致 地 区 
都市環境の保全を図るため、風致の維持が必要な区域について定

める地区です。 

駐 車 場 整 備 地 区 
商業地域・近隣商業地域において、道路の効用を保持し、円滑な

道路交通を確保するために、指定される地区です。 

臨 港 地 区 港湾の機能を効率的に管理運営するために指定される地区です。 
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特 別 緑 地 保 全 地 区 
 都市緑地法に基づく地区で、都市において良好な自然的環境を形成
している緑地を指定し、良好な都市環境の形成を図ることを目的とし
ています。 

緑 化 地 域 
都市緑地法に基づく地域で、緑が不足している市街地などにおい

て、一定規模以上の建築物の新築や増築を行う場合に、敷地面積の一
定割合以上の緑化を義務付けるものです。 

流 通 業 務 地 区 
 既成市街地の周辺部の地域で、流通施設を集約化することによっ
て、都市の流通機能の向上及び道路交通の円滑化を図るために指定
する地区です。 

生 産 緑 地 地 区 
 生産緑地法に基づく地区で、市街化区域内の農地等のうち、今後と
も保全する農地等を指定することにより、農業等との調整を図りつつ
良好な都市環境の形成に資することを目的としています。 

※ 近 郊 緑 地 保 全 区 域 
 首都圏近郊緑地保全法に基づく区域で、首都圏の近郊整備地帯の
樹林等で、無秩序な市街地の防止や、都市及び周辺住民の健全な心
身の保持・増進等のために大きな規模で指定されています。 

（注）※は、都市計画法第８条による地域地区ではありませんが、地域制の緑地として区域を定めています。 




